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公布 規則

◇ 鳥取県鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律施行細則 一部 改正 規則（ ）

（環境政策課）…………………………………………………………………………………………

◇鳥取県鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律施行細則 一部 改正 規則

第 種銃猟免許 係 登録 受 者 、所持 免許 種類 申請書 明示 。

他所要 規定 整備 行 。

規則 、公布 日 施行 。

鳥取県鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律施行細則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律施行細則 一部 改正 規則

第 条 鳥取県鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律施行細則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下

線 引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改

、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正

部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下「改正表」 。） 当該改正表 対応 次 表

改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。
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改 正 後 改 正 前

様式第 号（第 条関係）

（愛 飼養 目的以外 場合）

鳥 獣 捕 獲 等 許 可 申 請 書

職 氏 名 様

鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 項 規定 鳥獣 捕獲等又 鳥類 卵 採取等 許

可 受 、下記 申請 。

年 月 日

郵 便 番 号

住 所

（法人 、主

事務所 所在地）

申請者 氏 名

（法人 、名

称及 代表者 氏名）

職 業

生 年 月 日

電 話 番 号

記

略

銃器 使用 場合 、銃砲所持許可番号及 許可年月

日

略

注 略

添付書類 略

様式第 号（第 条関係）

鳥 獣 捕 獲 等 従 事 者 証 交 付 申 請 書

職 氏 名 様

鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 項 規定 鳥獣 捕獲等又 鳥類 卵 採取等 係

従事者証 交付 受 、別紙 申請 。

年 月 日

郵 便 番 号

主 事務所 所在地

申請者 名 称

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

（別紙）鳥獣 捕獲等又 鳥類 卵 採取等 係 従事者名簿

※

従事者

証番号

捕獲等

又 採

取等

係 許

可証

番号

住 所 氏 名 職 業 生年月日

捕 獲 鳥 獣

（採取卵）

種類及

捕獲数（採

取）量

狩 猟 免 許

種 類 狩猟免

状 番

号

交 付

年月日

銃器 使用 場合

鉄砲所

持許可

番号

許 可

年月日

銃器

種類

備 考

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

（表）

略

略 略

鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 項 規定 狩猟免

許 受 、下記 申請 。

記

（ ） 受 狩猟免許 種類及 使用 猟具 種類並

第 種銃猟免許又 第 種銃猟免許 猟具 所持許可（免許 種類欄 □

印 付 、番号 ○印 付 。）

□網・ 猟免許 網

銃
銃砲所持許可番号 号

様式第 号（第 条関係）

（愛 飼養 目的以外 場合）

鳥 獣 捕 獲 等 許 可 申 請 書

職 氏 名 様

鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 項 規定 鳥獣 捕獲等又 鳥類 卵 採取等 許

可 受 、下記 申請 。

年 月 日

郵 便 番 号

住 所

（法人 、主

事務所 所在地）

申請者 氏 名

（法人 、名

称及 代表者 氏名）

職 業

生 年 月 日

電 話 番 号

記

略

銃器 使用 場合 、銃砲 所持 係 許可証 番号

及 交付年月日

略

注 略

添付書類 略

様式第 号（第 条関係）

鳥 獣 捕 獲 等 従 事 者 証 交 付 申 請 書

職 氏 名 様

鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 項 規定 鳥獣 捕獲等又 鳥類 卵 採取等 係

従事者証 交付 受 、別紙 申請 。

年 月 日

郵 便 番 号

主 事務所 所在地

申請者 名 称

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

（別紙）鳥獣 捕獲等又 鳥類 卵 採取等 係 従事者名簿

※

従事者

証番号

捕獲等

又 採

取等

係 許

可証

番号

住 所 氏 名 職 業 生年月日

捕 獲 鳥 獣

（採取卵）

種類及

捕獲数（採

取）量

狩 猟 免 許

種 類 狩猟免

状 番

号

交付年

月 日

銃器 使用 場合

鉄砲

所持

係 許

可番号

交 付

年月日

銃器

種類

備 考

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

（表）

略

略 略

鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 項 規定 狩猟免

許 受 、下記 申請 。

記

（ ） 受 狩猟免許 種類及 使用 猟具 種類並

第一種銃猟免許又 第二種銃猟免許 受 者 銃砲 所持 許可

受 場合 、当該許可 係 許可証 番号及 交付年月日

網・ 猟 網

銃

銃砲 所持 係
許可証 番号

号
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□第 種銃猟免許

許 可 年 月 日 年 月 日

散 弾 銃
銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日

空 気 銃
（圧縮 使用

含 。）

銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日

□第 種銃猟免許
空 気 銃

（圧縮 使用
含 。）

銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日

※ 免 許 種 類 ※狩猟免状 番号 ※ 試 験 結 果

※ 適 性 検 査

視力 聴力
運動

能力

※ 知 識 ※ 技 能

網・ 猟免許 略

第 種銃猟免許 略

第 種銃猟免許 略

（裏）

略

注 （ ） 銃砲 所持 係 許可番号及 許可年月日 、銃砲 種類 主 使用 銃砲 丁

記載 。

※印欄 、記載 。

添付書類

申請者 鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 号 第 号 該当

医師 診断書（当該申請者 銃砲刀剣類所持等取締法第 条第 項 許可（同条第 号 係

限 。） 現 受 場合 限 。）

申請前 月以内 撮影 無帽、正面、上三分身、無背景 縦 ー 、横 ー

写真 、 裏面 氏名及 撮影年月日 記載 枚

様式第 号（第 条関係）

（表）

略

略 略

鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 項 規定 狩猟免

許 有効期間 更新 受 、下記 申請 。

記

（ ） 更新 受 狩猟免許 種類及 使用 猟具 種類

並 第 種銃猟免許又 第 種銃猟免許 猟具 所持許可（免許 種類欄

□ 印 付 、番号 ○印 付 。）

□網・ 猟免許 網

□第 種銃猟免許

銃
銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日

散 弾 銃
銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日

空 気 銃
（圧縮 使用

含 。）

銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日

□第 種銃猟免許
空 気 銃

（圧縮 使用
含 。）

銃砲所持許可番号 号

許 可 年 月 日 年 月 日

※ 免 許 種 類 ※狩猟免状番号 ※狩猟免状交付

年月日

※ 講 習 会
※ 適 性 試 験 結 果

視 力 聴 力 運動能力

網・ 猟免許 略

第 種銃猟免許 略

第 種銃猟免許 略

（裏）

（ ） 更新 受 狩猟免許（免許 種類欄 □ 印 付 。）

免 許 種 類 狩猟免許 与 都道府県知事名 狩猟免状番号 狩猟免状交付年月日

□網・ 猟免許 略

□第 種銃猟免許 略

□第 種銃猟免許 略

略

注 （ ） 銃砲 所持 係 許可番号及 許可年月日 、銃砲 種類 主 使用 銃砲 丁

記載 。

※印欄 、記載 。

添付書類

申請者 鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 号 第 号 該当

医師 診断書（当該申請者 銃砲刀剣類所持等取締法第 条第 項 許可（同条第 号 係

限 。） 現 受 場合 限 。）

第 一 種 銃 猟
交 付 年 月 日 年 月 日

散 弾 銃

銃砲 所持 係
許可証 番号

号

交 付 年 月 日 年 月 日

第 二 種 銃 猟

空 気 銃

銃砲 所持 係
許可証 番号

号

交 付 年 月 日 年 月 日

銃

銃砲 所持 係
許可証 番号

号

交 付 年 月 日 年 月 日

※ 免 許 種 類 ※狩猟免状 番号 ※ 試 験 結 果

※ 適 性 検 査

視力 聴力
運動

能力

※ 知 識 ※ 技 能

網 ・ 猟 略

第 一 種 銃 猟 略

第 二 種 銃 猟 略

（裏）

略

注 （ ） 、狩猟免許 種類及 該当番号 ○ 囲 。

（ ） 銃砲 所持 係 許可証 番号及 交付年月日 、銃砲 種類 主 使用 銃砲 丁

記載 。

※印欄 、記載 。

添付書類

申請者 鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 号 第 号 該当

医師 診断書（当該申請者 銃砲刀剣類所持等取締法第 条第 項 許可（同条第 号 係

限 。） 現 受 場合 限 。）

申請前 月以内 撮影 無帽、正面、上三分身、無背景 縦 ー 、横 ー

写真 、 裏面 氏名及 撮影年月日 記載 枚

様式第 号（第 条関係）

（表）

略

略 略

鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 項 規定 狩猟免

許 有効期間 更新 受 、下記 申請 。

記

（ ） 更新 受 狩猟免許 種類及 使用 猟具 種類

並 第一種銃猟免許又 第二種銃猟免許 更新 受 者 銃砲

所持 許可 受 場合 、当該許可 係 許可証 番号及 交付年

月日

網 ・ 猟 網

第 一 種 銃 猟

銃

銃砲 所持 係
許可証 番号

号

交 付 年 月 日 年 月 日

散 弾 銃

銃砲 所持 係
許可証 番号

号

交 付 年 月 日 年 月 日

第 二 種 銃 猟

空 気 銃

銃砲 所持 係
許可証 番号

号

交 付 年 月 日 年 月 日

銃

銃砲 所持 係
許可証 番号

号

交 付 年 月 日 年 月 日

※ 免 許 種 類 ※狩猟免状番号 ※狩猟免状交付

年月日

※ 講 習 会
※ 適 性 試 験 結 果

視 力 聴 力 運動能力

網 ・ 猟 略

第 一 種 銃 猟 略

第 二 種 銃 猟 略

（裏）

（ ） 更新 受 狩猟免許

免 許 種 類 狩猟免許 与 都道府県知事名 狩猟免状番号 狩猟免状交付年月日

網 ・ 猟 略

第 一 種 銃 猟 略

第 二 種 銃 猟 略

略

注 （ ） 、狩猟免許 種類及 該当番号 ○ 囲 。

（ ） 銃砲 所持 係 許可証 番号及 交付年月日 、銃砲 種類 主 使用 銃砲 丁

記載 。

※印欄 、記載 。

添付書類

申請者 鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 号 第 号 該当

医師 診断書（当該申請者 銃砲刀剣類所持等取締法第 条第 項 許可（同条第 号 係

限 。） 現 受 場合 限 。）
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のに る を に けていない に る

に した の センチメ トル センチメ ト

ルの で その に び を したもの

の び の に する の による

の の を けたいので により します

を けようとする の び しようとする の

びに は の の の

の にレ を し に を す

わな わな

ラ イ フ ル

ガスを
するものを む

ガスを
するものを む

の
の

わな

を けようとする の の にレ を す

の を えた

わな

の の に る び は の ごとに として する につ

いて すること

は しないこと

が の び の に する から までに するかどうかに

ついての の が の に るも

のに る を に けていない に る

の に る
の

の に る
の

ガ ス

の に る
の

の の の

わ な

は の び を で むこと

の の に る の び は の ごとに として する

について すること

は しないこと

が の び の に する から までに するかどうかに

ついての の が の に るも

のに る を に けていない に る

に した の センチメ トル センチメ ト

ルの で その に び を したもの

の び の に する の による

の の を けたいので により します

を けようとする の び しようとする の

びに は の を けようとする で

の の を けている は に る の び

わ な わな

ラ イ フ ル

の に る
の

の に る
の

の に る
の

ガ ス

の に る
の

の
の

わ な

を けようとする

の を えた

わ な

は の び を で むこと

の の に る の び は の ごとに として する

について すること

は しないこと

が の び の に する から までに するかどうかに

ついての の が の に るも

のに る を に けていない に る
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平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 834 ６ １

２ ６

１

１

１

１

２

１ ３

４

５

２ ６ １ ２

４ １ ２

１

２

１ １

２ １ ２

２ ２

３ ４ １

４ ６

５

１ ５

２ ６

２

２ ６

１

１

１

１

２

３

４

５

６

４

１

２ １ ２

３ ４ １

４ ６

５

１ ５

２ ６

２

申請前 月以内 撮影 無帽、正面、上三分身、無背景 縦 ー 、横 ー

写真 、 裏面 氏名及 撮影年月日 記載 枚

様式第 号（第 条関係）

（表）

略

略

略

略略

略

略 略

鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 項 規定 登録 受

、下記 申請 。

記

（ ） 狩猟者登録 受 狩猟免許 種類（□ 印 付 ）、使用 猟具

種類（番号 ○印 付 ）、免許 与 都道府県知事名、狩猟免状 番号、交付

年月日及 所持 免許 種類（□ 印 付 。）

□網・

猟免許 係

登録

網 都 道 府 県

知 事 名 知事

狩猟免状

番号

交 付

年月日 年 月 日

□第 種銃

猟免許 係

登録

銃

散 弾 銃

空 気 銃
（圧縮
使用
含 。）

都 道 府 県

知 事 名 知事

狩猟免状

番号

交 付

年月日 年 月 日

□第 種銃

猟免許 係

登録

空 気 銃
（圧縮
使用
含 。）

所持 免許 種類 □第 種銃猟免許 □第 種銃猟免許

都 道 府 県

知 事 名
知事

狩猟免状

番号

交 付

年月日
年 月 日

（裏）

略

（ ） 銃砲 所持 係 許可番号及 許可年月日（第 種銃猟免許又 第 種銃猟免許 係 登録 受

場合）

第 種銃猟免許 銃 銃砲所持許可番号 第 号 許可年月日 年 月 日

散 弾 銃 銃砲所持許可番号 第 号 許可年月日 年 月 日

空 気 銃
（圧縮 使
用 含
。）

銃砲所持許可番号 第 号 許可年月日 年 月 日

第 種銃猟免許 空 気 銃
（圧縮 使
用 含
。）

銃砲所持許可番号 第 号 許可年月日 年 月 日

略

注 狩猟者登録 受 狩猟免許 種類 申請書 提出 。 、第 種銃猟免許 受

者 空気銃 使用 場合 、第 種銃猟免許 係 登録 申請 （（ ） 「第 種銃猟

免許 係 登録」 □ 印 付 。）。

（ ） 、該当番号 ○ 囲 。

（ ） 銃砲 所持 係 許可番号及 許可年月日 、銃砲 種類 主 使用 銃砲 丁

記載 。

（ ） 、職業 具体的 記載 、職業分類 該当番号 ○ 囲 。

※印欄 、記載 。

添付書類

（ ） 要件 申請者 備 証 書面

申請前 月以内 撮影 無帽、正面、上三分身、無背景 縦 ー 、横 ー

写真 、 裏面 氏名及 撮影年月日 記載 枚

申請前 月以内 撮影 無帽、正面、上三分身、無背景 縦 ー 、横 ー

写真 、 裏面 氏名及 撮影年月日 記載 枚

様式第 号（第 条関係）

（表）

略

略

略

略略

略

略 略

鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 項 規定 登録 受

、下記 申請 。

記

（ ） 狩猟者登録 受 狩猟免許 種類、使用 猟具 種類、免許 与

都道府県知事名並 狩猟免状 番号及 交付年月日

網・ 猟

網 都 道 府 県

知 事 名 知事

狩猟免状

番号

交 付

年月日 年 月 日

第一種銃猟

銃

散 弾 銃

都 道 府 県

知 事 名 知事

狩猟免状

番号

交 付

年月日 年 月 日

第二種銃猟

空 気 銃

銃

都 道 府 県

知 事 名 知事

狩猟免状

番号

交 付

年月日 年 月 日

（裏）

略

（ ） 銃砲 所持 係 許可番号及 許可年月日（第一種銃猟免許又 第二種銃猟免許 係 登録 受

場合）

第一種銃猟 銃 銃砲 所持 係 許可証 番号 第 号 交 付 年 月 日 年 月 日

散 弾 銃 銃砲 所持 係 許可証 番号 第 号 交 付 年 月 日 年 月 日

第二種銃猟 空 気 銃 銃砲 所持 係 許可証 番号 第 号 交 付 年 月 日 年 月 日

銃 銃砲 所持 係 許可証 番号 第 号 交 付 年 月 日 年 月 日

略

注 狩猟者登録 受 狩猟免許 種類 申請書 提出 。

（ ） 狩猟免許 種類及 該当番号 、（ ） 、該当番号 ○ 囲 。

（ ） 銃砲 所持 係 許可証 番号及 交付年月日 、銃砲 種類 主 使用 銃砲 丁

記載 。

（ ） 、職業 具体的 記載 、職業分類 該当番号 ○ 囲 。

※印欄 、記載 。

添付書類

（ ） 要件 申請者 備 証 書面

申請前 月以内 撮影 無帽、正面、上三分身、無背景 縦 ー 、横 ー

写真 、 裏面 氏名及 撮影年月日 記載 枚

に した の センチメ トル センチメ ト

ルの で その に び を したもの

の び の に する の による を けたい

ので により します

を けようとする の にレ を す｡ する

の に を す｡ を えた の

び する の にレ を す

わな

に

る

わ な の

に

る

ライフル

ガスを
するもの

を む

の

に

る

ガスを
するもの

を む

する の

の

の に る び は に る を けよう

とする

ラ イ フ ル

ガスを
するものを

む

ガスを
するものを

む

を けようとする の ごとに を すること なお を

けた が のみを する は に る を すること の

に る の にレ を す

は を で むこと

の の に る び は の ごとに として する につ

いて すること

は を に するとともに の を で むこと

は しないこと

の を が えていることを する

に した の センチメ トル センチメ ト

ルの で その に び を したもの

に した の センチメ トル センチメ ト

ルの で その に び を したもの

の び の に する の による を けたい

ので により します

を けようとする の する の を え

た びに の び

わな わ な の

ライフル

の

ガ ス の

の に る び は に る を けよう

とする

ライフル の に る の

の に る の

の に る の

ガ ス の に る の

を けようとする の ごとに を すること

は の び を は を で むこと

の の に る の び は の ごとに として する

について すること

は を に するとともに の を で むこと

は しないこと

の を が えていることを する

に した の センチメ トル センチメ ト

ルの で その に び を したもの
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第 条 鳥取県鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律施行細則 一部 次 改正 。

様式第 号 次 改 。
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平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 83 5６ １

（表）

※登録番号

※狩猟免許

※損害 賠償

※放鳥獣猟区 区域 登録 有無※整理番号

変 更 登 録 申 請 書

職 氏 名 様

年 月 日

写真 付 欄

氏 名

職 業

生 年 月 日

住 所

変更
狩猟者登録証
番号

変更
狩猟者登録証
交付年月日

収入証紙 付 欄（消
印 。）

年 月 日 生

郵便番号

電話番号

号

年 月 日

下記 変更登録 受 鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律

第 条第 項 規定 申請 。

記

（ ） 変更登録 受 狩猟免許 種類（□ 印 付 。）、使用 猟

具 種類（番号 ○印 付 。）、免許 与 都道府県知事名、狩猟免状 番号、

交付年月日及 所持 免許 種類（□ 印 付 。）

□網・ 猟

免許 係 登

録

網 都 道 府 県

知 事 名 知事

狩猟免状

番号

交 付

年 月 日 年 月 日

□第 種銃猟

免許 係 登

録

銃

散 弾 銃

空 気 銃

（圧縮

使用

含 。）

都 道 府 県

知 事 名 知事

狩猟免状

番号

交 付

年 月 日 年 月 日

□第 種銃猟

免許 係 登

録

空 気 銃

（圧縮 使

用 含

。）

所持 免許 種類 □第 種銃猟免許 □第 種銃猟免許

都 道 府 県

知 事 名 知事

狩猟免状

番号

交 付

年 月 日 年 月 日

の

の の の

はり け

ふ り が な

しようとす
る
の

しようとす
る
の

はり け
をしないこと

のとおり を けたいので の び の に する

の により します

を けようとする の にレ を す する

の に を す を えた の

び する の にレ を す

わな

に る わ な

の

に る

ライフル

ガスを

するもの

を む

の

に る ガスを

するものを

む

する の

の

61 ２

１

１

２

１ ３

４

５

２ ６ １ ２

様式第 号（第 条関係）16 19



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 836 ６ １

（裏）

（ ） 変更 場所（変更 場合 記入）

県下全域 放鳥獣猟区 区域

（ ） 鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律第 条第 項 規定 狩猟免許 効力 停止

有無（ 場合 「 」 、 場合 「 」 記載 、 、 場合 、 停止 期間 記

載 。）

免許 効力 停止 有無 停止 期間 年 月 日 年 月 日

（ ） 銃砲 所持 係 許可番号及 許可年月日（第 種銃猟免許又 第 種銃猟免許 係 登録 受

場合）

第 種銃

猟免許

銃 銃砲所持許可番号 第 号 許可年月日 年 月 日

散 弾 銃 銃砲所持許可番号 第 号 許可年月日 年 月 日

空 気 銃

（圧縮 使

用 含

。）

銃砲所持許可番号 第 号 許可年月日 年 月 日

第 種銃

猟免許

空 気 銃

（圧縮 使

用 含

。）

銃砲所持許可番号 第 号 許可年月日 年 月 日

注 狩猟者登録 受 狩猟免許 種類 申請書 提出 。 、第 種銃猟免許 受

者 空気銃 使用 場合 、第 種銃猟免許 係 登録 申請 （（ ） 「第 種銃猟免

許 係 登録」 □ 印 付 。）。

（ ）及 （ ） 、変更 場合 必要事項 記入 、変更 場合 無記入 。

（ ） 、該当番号 ○ 囲 。

（ ） 銃砲 所持 係 許可番号及 許可年月日 、銃砲 種類 主 使用 銃砲 丁

記載 。

※印欄 、記載 。

２

１ ２

３ ２

４ １ ２

１

２

１ １

２ １ ２

２ １ ２

３ ２

４ ４ １

５

をしようとする がある のみ

の のみ

の び の に する の により の を されたことの

ない には ない と ある には ある と し かつ ある には その の を

すること

の の の の から まで

の に る び は に る を けようと

する

ラ イ フ ル

ガスを

するものを

む

ガスを

するものを

む

を けようとする の ごとに を すること なお を け

た が のみを する は に る を すること の

に る の にレ を す

び については がある のみ を し がない は とすること

は を で むこと

の の に る び は の ごとに として する につい

て すること

は しないこと

52

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

規則 、公布 日 施行 。この は の から する


